
                    ～ 生徒の皆さんへ ～ 
◆知り合いから誘われたら・・・ 勇気を持ってきっぱりと断りましょう。 
   不安になったら家族や先生、警察にすぐ に相談してください。 
◆脅されて怖くなって加担してしまったら・・・一度加担してしまうと、さらに脅されて、 
詐欺グループから抜けられなくなります。 迷わず警察に相談しましょう！ 
   ※ラクして稼げる仕事など世の中にはありません。 
   ※詐欺罪の罰則は１０年以下の懲役です。少年であっても 厳しい処分を受けることに 
   なります。 

   発覚しにくい児童虐待は、児童生徒に身近な学校や 
 地域の方々が虐待のサインを素早くキャッチし手を差し  
  伸べることが重要です。 
                                                                             ●     ●    ●   ● 

      「虐待を受けたと思われる子ども」を発見した人は、 
 速やかに、児童相談所、福祉事務所又は市町村へ通告しなければなら  
 ないとされています。保護者や地域の方にも、周知をお願いします。  

県学警連だより Ｎｏ．１１１ 

熊本県学警連事務局 

連絡先：熊本県警察本部少年課 

０９６－３８１－０１１０ 
  （内線 ３０８３）  

  お住まいの地域の 
   児童相談所 
につながります。 
 ただし、緊急の場合は、 
１１０番通報を！！ 
    

  平成２０年 平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 

通告数
(人） 104 40 52 38 77 43 181 351 329 490 

熊本県警察ホームページアドレス  http：//www.police.pref.kumamoto.jp/ 

１１月 

  【平成２９年通告内訳】 
  ○身体的 １１２人  ○性的６人 
  ○ﾈｸﾞﾚｸﾄ    ４２人  ○心理的 ３３０人 
※心理的虐待の３３０人のうち、２９２人は 
 保護者間の暴力（ＤＶ）を目撃等した子ど   
   もたちです。 
 

振り込め詐欺に加担しないで！ 
～知らないうちに詐欺グループの仲間に・・・～ 

  未成年者が、学校の先輩や友達から「ラクして稼げるバイトがある」など 
と誘われて、振り込め詐欺等の「受け子」や「出し子」として犯罪に加担し、検挙 
される事例が増えています。 
  ★「受け子」とは・・・被害者から「直接現金を受け取る」役 
  ★「出し子」とは・・・被害者が振り込んだ「口座から現金を引き出す」役 

警察から児童相談所への通告数（過去１０年） 

平成３０年１１月６日 
 


